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議案第１号

令和５年度青森県立中学校入学者選抜基本方針案について

令和５年度青森県立中学校入学者選抜基本方針を次のように定める。

令和５年度青森県立中学校入学者選抜基本方針

１ 県立中学校の通学区域は、県下一円とする。

２ 入学者の選抜は、小学校での学習や日常生活を通して身に付けた力、学

習に対する意欲などを、筆記による適性検査、面接、調査書を組み合わせ

て、総合的に評価し、行うものとする。

３ 選抜に当たっては、県立中学校において入学者選抜委員会を設け、公正

に行うものとする。
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議案第２号

令和５年度青森県立高等学校入学者選抜基本方針案について

令和５年度青森県立高等学校入学者選抜基本方針を次のように定める。

令和５年度青森県立高等学校入学者選抜基本方針

青森県立高等学校における入学者の選抜は、この方針によって実施する。

入学者の選抜は、教育の機会均等の精神にのっとり、公正かつ妥当な方法

で、各高等学校及び学科の特色に応じ、能力・適性、意欲、努力の成果など

を様々な観点から評価し、適正に選抜されるよう実施するものとする。

１ 高等学校の通学区域は、県下一円とする。

２ 全日制の課程及び定時制の課程の入学者の選抜は、次のとおりとする。

（１）出願は、１人、１校１学科（部）に限るものとする。ただし、当該

校に設置されている学科間等で第２志望を認める。

（２）選抜は、中学校等の校長から提出される調査書（以下「調査書」と

いう。）、青森県教育委員会が実施する学力検査の成績、各高等学校

で行う面接の結果及び各高等学校が定める選抜資料等に基づいて、一

般選抜と特色化選抜により行うものとする。

（３）やむを得ない事由によって入学者選抜の学力検査等を受検できなか

った者を対象に、別に定めるところにより、追検査を行うものとする。

（４）合格者数が募集人員に満たない学科等において、別に定めるところ

により、再募集を行うものとする。

３ 通信制の課程の入学者の選抜は、調査書又は入学出願資格に関する証明

書等に基づいて行い、学力検査は実施しないものとする。
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４ 青森県教育委員会が実施する学力検査は、次のとおりとする。

（１）実施教科は、国語、社会、数学、理科、外国語（英語）の５教科と

する。

（２）各教科の学力検査問題は、中学校学習指導要領に示されている基礎

的・基本的な内容とする。

５ 選抜に当たっては、各高等学校において入学者選抜委員会を設け、公正

に行うものとする。
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議案第３号 

令和５年度青森県立特別支援学校高等部 

入学者選抜基本方針案について 
 

令和５年度青森県立特別支援学校高等部入学者選抜基本方針を次のように

定める。 

 

令和５年度青森県立特別支援学校高等部入学者選抜基本方針 
 

青森県立特別支援学校高等部における入学者の選抜は、この方針によって

実施する。 

 入学者の選抜は、教育の機会均等の精神にのっとり、公正かつ妥当な方法で、

高等部を設置する各特別支援学校及び学科の特色に応じ、能力・適性、意欲、

努力の成果などを様々な観点から評価し、適正に選抜されるよう実施するも

のとする。 

 

１ 特別支援学校の通学区域は、県下一円とする。 

   

２ 入学者の選抜は、次のとおりとする。 

（１）出願は、１人、１校１学科に限るものとする。ただし、青森県立盲学校

に出願する場合は、普通科と保健理療科との間で第２志望を認める。 

（２）選抜は、中学校等の校長から提出される調査書、各特別支援学校で実施

する面接の結果及び必要に応じて実施する諸検査の結果を選抜資料とし、

総合的に判定し行うものとする。 

（３）青森県立青森第二高等養護学校又は青森県立八戸高等支援学校の産業

科に出願し、やむを得ない事由によって入学者選抜の学力検査等を受検

できなかった者を対象に、別に定めるところにより、追検査を行うものと

する。 

（４）（１）にかかわらず、青森県立青森第二高等養護学校又は青森県立八戸

高等支援学校の産業科に出願し、合格しなかった場合は、知的障害者であ

る生徒に対する教育を行う特別支援学校（青森県立八戸高等支援学校を

含む。）の普通科に出願することができる。 

 

３ 面接及び諸検査は、障害の状態や特性及び心身の発達の段階等に十分配

慮して適切に実施するものとする。 
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４ 選抜に当たっては、各特別支援学校において入学者選抜委員会を設け、公

正に行うものとする。 
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［その他］ 

職員の懲戒処分の状況について 

令和４年６月（５月１日～５月３１日分） 

 

        青森県教育委員会 

 

事案１ ①被 処 分 者 三八地域八戸市の小学校 教諭（５５歳 男性） 

    ②事件の概要等 人身事故（治療期間が３０日以上３か月未満） 

     ・ 令和３年１１月１３日（土）午後５時２９分頃 

・ 八戸市内の市道 

・ 自動車を運転中、交差点を左折した際、横断していた歩行者と接触

したもの。 

・ 事故の相手方（女性１名 約２か月間の加療） 

③処 分 内 容  戒告 

④処分年月日  令和４年５月２３日 
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